
実
正
楓
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六
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コ
巴
十
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四
割
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聖
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物
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柵
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瞭

「
中
庸
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に
見
は
れ
た
る
経
済
成
想
・
敬
技
法
岡
市
上

経
済
議
合
M

誌
と
硝
逸
経
済
委
員
舎
な
技
法
県
土

不

夜

者

課

税

論

-

-

・

・

・

数

提

車

同

I

涜
通
過
程
に
於
り
る
酒
税
の
輔
掠
助
教
授
出
車
士

鴎

刊

住

調

輸
出
信
用
保
険
に
つ
い
て
・
・
・
数
民
制
捜
理

措
置
町

b
畠
川

4
=
目

U

匹
、
内

現
今
仁
於
り
る
鴻
替
相
場
の
盤
動
抗
日
凶
正
一
印
刷
叫

唱

蹴

常

刷

拍

我

闘

財

政

の

盤

選

・

i

童
話
誌
上

琉
球
の
鹿
長
役
以
前
・

a

一
致
授
法
草

僻

惜

錦

附

資
本
利
子
税
の
客
間
に
就
て

-
-
d山
匂
限
拡

散
兵
制
度
反
封
宣
一
一
一
一
口
に
就

τ
・
山
我
提
出
問
中
士

実

際

賃

銀

ご

其

測

定

-

一

部

附

組

出

品

士

壮品川

A
T

繍
i
k

捗
彼
扶
助
組
刷
巾
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一
ι
・
詰
M
m
M
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金
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地
相
品
川
・
市
立
物
山
内
川
凪
斡
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A
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嗣
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経
済
議
曾
の

一
一
雄
三
し
て
の
濁
逸
園
経
蹄
委
員
曾

フR
勾叫

?合

日

繁

現
行
猶
逸
凶
溢
法
第
百
六
十
五
僚
は
次
の
如
主
規
定
を
有
す
る
o

都
一
六
一
』
保

町
出
働
北
川
品
位
仙
人
ハ
阿
部
ノ
椛
刑
一
一
於
一
一
ア
'
提
出
手
九
日
tk
共
一
質
保
及
捗
働
時
件
ノ
刈
作
並

7
1
J力
ノ
制
閥
的
制
倒
的
髭
注
一
一
参

刷
(
ス
ル

E

ノ
ト
λ

、
出
方
ノ
組
杭
及
共
叫
ん
ハ
サ
成
品
k

ア
ル

崎
町
働
者
及
仙
仙
人
山
北
枇
AV上
及
経
凶
上
ノ
刺
街
ヲ
防
湛
ス
ル
活
企
業
部
働
者
委
民
脅
抜
ニ
縦
消
凶
担
三
位
テ
分
タ
ル
ル
地
方
捗
働
者
安
貝
合

立
問
必
働
者
要
員
官
ヲ
共
法
律
上
ノ
代
衣
省
ト
ナ
ス
を
ノ
ト
ス

地
方
勢
働
者
委
只
合
及
同
都
働
者
委
貝
骨
内
金
染
者
其
他
州
側
ア
ル
組
問
ノ
代
衣
者
ト
令
川
シ
テ
融
情
的
純
消
的
世
粉
プ
港
行
シ
及
社
命
化
的

訟
伴
ノ
机
行
一
一
協
力
ス
ル
泊
地
方
料
情
番
目
令
及
岡
終
的
妥
H
F
U
(問
。
日
の
官
一
回
目
門
戸
川
岳
民
Z
H
P
H
」
ヲ
制
約
ス
、
地
方
制
前
委
民
合
及
同
経
済
委
員

合
ノ
椛
成
川
総
一
一
7

ノ
草
加
古
ナ
ル
地
来
的
刷
組
ガ
共
有
ス
ル
批
合

i
A料
出
上
ノ
主
Mr
ュ
臨
ジ
テ
具
所
ニ
代
誕
セ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ト
ナ
ス
コ
ト
ヲ
要

ス説
本
的
訪
叫
フ
宿
ス
ル
枇
合
政
鋭
的
M
品
川
円
山
間
政
策
的
比
律
案
一
一
就
一
ア
内
政
府
ハ
之
ヲ
ハ
砧
律
案
l
シ
ヲ
提
出
ス
ル
ユ
前

r
テ
開
制
出
品
J
R合
ノ
時

議
ユ
付
ス
ペ
シ
、
閥
抗
出
番
貝
合
円
向
一
フ
此
日
制
ノ
訟
作
家
ノ
秘
訣
ヲ
フ
ヨ
ノ
川
帥
利
ヲ
市
ス
、
岡
政
府
ノ
之
一
一
例
措
七
ザ
ル
均
骨
一
コ
酔
↑
フ
毛
利
自

己
ノ
志
且
ヲ
添
ヘ
テ
之
ヲ
同
議
AN=
梶
山
ス
ル
ヲ
要
ス
、
国
経
油
問
委
員
合
ρ

比
委
員
ノ
一
人
ヲ
シ
テ
閣
議
骨
一
二
世
一
ア
共
拠
出
来
ヲ
代
込
セ
シ
ム
ル

目
ト
ヲ
符

論

叢

蜘
世
噛
附
議
官
山
一
割
，
と
し
て
の
制
品
世
間
観
油
関
委
員
合

第
二
十
三
巷

(
弟
凹
貌

九
) 

宜
凹
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議

経
済
議
官
自
二
酬
と
し
て
の
描
逸
同
組
内
委
員
合

娘
二
十
三
谷

(
第
四
椀

。
) 

五
回

捗
働
者
妥
員
骨
及
組
泌
番
目
官
ハ
共
指
定
証
域
内
=
於
テ
ハ
批
品

H及
F

打
政
ノ
地
叫
ヲ
川
県
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

捗
働
者
委
員
曾
止
制
山
川

J

曜
日
企
ノ
構
成
及
川
叫
勃
止
=
此
訪
ノ
合
議
ガ
他
F

耐
合
的
自
油
川
剛
健
Z

到
ス
ル
凶
係
ノ
規
-
ん
ハ
単
ヲ
問
ノ
立
法
事
叫
ト

ヌ

本
僚
は
7

ン
ロ

1
も
一
五
ふ
が
如
〈
リ
憶
に
新
締
逸
岡
憲
法
小
川
以
レ
誌
の
俊
文

d
L
て
興
味
ゐ
る
の
み
で
な
〈
、
新

獅
逸
問
問
憲
法
り

一
ω特
色
で
ゐ
る
同
氏

ω経
憐
生
活
に
閲
『
る
規
且
UA
小
川
崎
も
重
要
附
す
べ
き

一
の
規
定
で
あ
っ

τ、
考
山
町
す
べ
き
川
々
の
重
斐
な
る
鮎
を
有
っ
て
居
る
o

併
し
主
(
品
市
も
重
要
な
る
知
は
訪

ι迄
も
な
〈
経
滅
的
諸

勢
力
を
代
表
す
る
一
公

ω機
闘
を
作
h
、
副
品
目
的
及
m
純
情
的
側
係
の
規
律
に
市
増
加
せ
し
め
、
禁
川
瑚
作
を
統
一
的
な

ι

じ
め
ん
己
し
た
駄
に
あ
る
ω

此
貼
は
戦
前
の
各
閥
憲
法
に
は
砕
H

っ
て
仰
な
か
っ
た
所
で
あ
っ
て
、
確
炉
に
現
代
に

於
り
る
各
岡
憲
法
の
後
遺
に
就
て
一
の
重
要
な
る
日
械
を
一
不

L
た
も
ゆ
ご
僻
す
る
こ
ご
が
出
来
る
o

現
に
ユ

1
ゴ

ダ
ン
チ
ヒ
等
が
併
に
英
憲
法

ω
中
に
、
枇
曾
的
及
縦
泌
的
立
法
に
就

τは
縦
済

1
月
ラ
グ
イ
ア
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
.

委
員
合
又
は
各
析
の
峨
業
川
健
eT
組
織
し
て
之
仁
参
加
せ
し
め
る
け
規
定
し
て
居
る
の
は
此
獅
迩
送
法

ω影
響
で

あ
る
ご
考
へ
る
ニ
ピ
が
山
家
る
の
で
あ
る
。

然
る
に
本
僚
は
右
に
掲
げ
た
己
規
定
自
身

ω一
市
す
や
う
に
此
柿
の
会
の
機
削
ご
し
て
二
稲
の
機
附
合
作
っ
て
居

る
。
郎
も
一
は
労
働
者
委
民
曾
で
ゐ
っ
て
、
他
は
絞
済
委
員
曾
で
ゐ
る
。
何
故
に
hr
〈

ω如
、
当
日
二
冊
の
委
員
品
目
を

作
り
た
か
は
本
法
制
定

ω常
貼
装
闘
民
議
食
(
Z
E
Z
Eざ
2
2
5
H
Hユロロ刊
)
t
於
て
言
明
せ
ら
れ
た
所
に
依
っ
て
引
か

ダンチヒ
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で
あ
っ

τ、
山一ロ

N
Z
5
2
は
此
凶
民
議
仰
に
於
り
る
北
(
報
告
者
ご
し
て
、

本
俸
制
定

ω主
旨
を
次

ω如
〈
に
説
明
し
て
居
る
c

共
七
月
一
一
十

日
(
一
九
↑
九
年
)
の
本

合
識
に
於

τ、

「
経
済
生
活
じ
於
て
は
謝
抗
ピ
協
同
之
が
h

什
す
る
。

而
L
て
五
日
人
り
経
済
生
活
の
中
じ
存
在
し
、

五
円
人
の
看
過

1
得
U
る
謝
抗
は
労
資
附
の
針
抗
で
ゐ
る
。

然
る
に
資
本
家
的
利
備
は
商
業
品
目
議
所
比
(
他
に
於

τ共
会
の
代
表
機

闘
を
有
つ
の
で
み
る
hr
ら
司
妙
働
者
山
り
側
に
就
て
も
、
総
工
の
勢
働
者
及
使
用
人
を
包
括
し
て
之
合
代
表
す
る
特

別

ω公
ω代
表
機
関
士
作
る
こ
己
が
必
要
r
u
b
品
。
此
代
表
機
関
の
使
命
以
妙
倒
階
級
を
持
川
四
階
以
』
し
て
北
一
総

JL
の
利
盆
を
組
織
的
に
公
ハ
リ
代
表
機
闘
を
通
じ
て
表
明
す
る
こ
正
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
凶
。
此
日
叫
の
代
表
機
闘
が
郎

h
労
働
布
尖
員
曾
で
あ
る
o

的
も
此
委
員
曾
は
一
而
的
利
盆
を
代
表
『
る
も
の
で
あ

b
、
北
(
目
的
は
労
働
階
級
の

問
脱
出
明
的
勢
力
士
増
進
L
‘
民
現
す
る
仁
在
る
o
併
し
純
情
生
活
に
は
躍
に
謝
抗
の
み
が
存
す
る
の
で
は
な
い
o
北
(

所
に
は
亦
協
同
が
ト
付
す
る

ωで
あ
る
o

而
し

τ此
協
同
は
備
土
ぞ
こ
被
品
川
人
ど
が
生
産
に
就
一
1
有
す
る
共
同
的
利
盆

や
基
礎
ご
す
る
c

経
済
議
員
曾
の
使
命
は
、
勢
働
者
委
員
曾
の
そ
れ
ご
は
反
L
、
此
仰
主
ご
被
傭
人
ご
の
双
方
に

等
し

f
蹄
す
る
寸
生
産
義
務
」
を
質
現
す
る
に
在
る
o

放
に
そ
れ
は
、
生
産
上
の
総
て
の
利
盆
を
両
足
せ

L
め
ね
ば

な
ら
品
、

叉
生
産
を
増
加
し
、

生
産
費
を
減
少
し
.

出
来
得
る
限
h
J
枇
曾
的
利
盆
に
従
ひ
生
産
を
規
律
す
る
や

ぅ
、
生
産
に
閥
典
す
る
総
て
の
H
7
7
T
を
し
て
生
産
に
協
力
せ
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
」

此
言
明
に
依
つ

τ明
か
で
あ
る
や
う
に
僻
労
働
者
委
員
曾
は
勢
資
の
割
立
ゐ
る
こ
ご
を
前
提
ご

L
、
共
協
定
を
な

a口'-
i;l)也

;}f，'i 

組
抗
議
令
山
一
棋
と
し
て
の
揃
謹
閲
経
済
委
貝
合

弟
二
十
三
巻

(
酎
抑
制
銃

) 

五
四
三
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組
持
品
命
。
一
種
と
し
て
の
縄
逸
閣
紐
済
委
員
曾

第
二
十
三
番

五
回
同

五指

議

き
し
む
る
こ
ピ
を
目
的
ご
し
て
設
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
ゐ
る
に
掛
し
、
経
済
委
員
曾
U
其
共
働
問
係
に
着
服

L
、

一
闘
の
生
産
を
合
理
的
な
ら
し
め
.
民
生
厳
令
」
増
進
司
る
こ
子
ぜ
主
眼
ご
し
て
設
置
せ
ら
れ
た
も
の
で
ゐ
る
こ
ど

が
明
か
で
ゐ
る
。

故
に
前
者
は

「
企
業
者
ト
同
等
ノ
椛
利
-
一
於
ア
賃
銀
H
A
必
働
傑
件
ノ
規
律
並
-
一
生
産
力
ノ
徳
位

的
経
済
的
畿
迩
品
奉
加
」
す
る
ご
規
定
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
其
生
産
に
封
ず
る
岡
山
月
低
企
業
の
抑
制
替
に

就

τ従
来
の
如
〈
之
を
資
本
家
ゆ
獅
裁
に
一
任
す
る
一
』
古
を
是
認
す
る
主
義
を
捨
て
た

Z
-
X
ふ
こ
ど
に
師
着
す
る

り
で
ゐ

h
・
印
」
り
主
ご
し
て
資
本
家
に
劃
す
る
聞
係
に
於
て
之
を
考
へ
る
べ
き
で
あ
る
ご
併
せ
ら
れ
る
の
で
あ

る
o

換
言
す
れ
ば
勢
働
者
に
勤
し
て
も
企
業
に
就

所
謂
冨
山
門
HugSHdEロロ問
ω耳
n
E
斤
を
秘
め
た
ご
云
ふ
こ
ど
に
な

る
の
で
あ
b
、
是

μ
に
依
っ
て
企
業
の
支
配
が
国
民
R
Z
r
も
調
ふ
や
う
に
謂
は
い
V

専
制
君
主
制

ω『
S
F庁
記
つ
l

冨
O
E円。
rr
に
移
っ
た
さ
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

E
円
。
冨
ぬ
か
ら
立
志
材
主
制

roEZzzoロ
色
。

而
し
て
此
-
】
ご
は
生
産
に
掛
4
る
勢
交
の
関
係
の
新
た
な
る
規
律
ご
し
て
勿
論
重
要
な
る
意
味
を
有
つ
・
】
ざ
仁

相
違
な
レ
。
殊
じ
資
本
家
の
所
有
機
の
閥
係
を
皮
外
腕

L
、
資
本
家
ご
労
働
者
己
が
同
等
の
地
歩
に
於

τ業
同
に

企
業
の
支
即
に
関
山
叫
す
る
ニ
ピ
、
し
た
冊
聞
は
、

之
を
従
来
の
法
制
の
下
に
考
へ
ら
れ
た
一
般
の
労
賞
の
闘
係
正
比

紋
す
れ
ば
.
其
聞
に
革
命
的
な
極
化
が
あ
る
こ
ご
は
守
ひ
得
な
い
。
或
は
従
来
資
本
家
と
努
働
者
ご
の
間
に
あ
っ

て
-
比
較
的
山
明
白
な
ら

Fι
立
場
に
あ
っ
た
サ
ラ
リ
イ
j

y

の
立
場
を
定
め
、
此
等
の
人
々
も
亦
被
傭
人
正
し

τ、
拙
労
働
者
委
員
曾
に
依
っ
て
代
表
せ
ら
れ
、
労
働
者
ど
共
に
之
に
奉
加
す
る
も
の
ご

L
た
貼
の
如
き
も
注
目
に

日日tschek，a. a. O. S. 13:! め



値
す
る
0"， 

反
謝
に
之
を
資
本
家
に
枕
J
L
謂
へ
ば
.
此
規
定
の
結
川
市
、
勢
働
者
委
員
ピ
共
に
、
同
等

ω
地
歩
に
於
一
1
、
賃
銀

及
労
働
保
件
の
規
律
並
に
生
淀
力
の
肱
明
治
に
協
力
す
る
の
は
、
憲
法
に
吹
っ
て
諜
せ
ら
れ
た
共
義
務
で
め
る
ご
似

ね
ば
な
ら
な
い
。
帥
も
英
労
働
者

ω委
員
ピ
共
に
賃
銀
及
労
働
僚
仰
の
決
定
に
従
訪
す
る
の
は
従
来
の
如
〈
躍
に

枇
曾
的
必
要
に
止
る
も
の
で
は
な
〈
て
、
法
の
命
中
ろ
所
で
あ
る
ご
考
へ
る
こ

E
J
M止
要
す
る
c

此
鮎
か
ら

も
亦
此
規
定
は
重
川
町
な
怠
ル
怖
を
有
つ
も
り
で
あ
る

Z
謂
へ
る
で
あ
ら
う
。

此
等

ω柿
中
り
貼
h
r
ら
主
援
な
る
意
味
を
有
つ
の
で
あ
る
hr

ら
、
快
労
働
者
委
員
曾
の
構
成
及
峨
務
、
或
は
此

委
員
曾
己
努
働
組
合
己
の
関
係
等
は
一
つ
の
興
味
ゐ
る
問
旭
で
ゐ
る
が
、
法
で
は
か
〈
山
如
、
さ
叫
労
働
者
委
員
段
に

闘
す
る
問
M

胞
は
之
を
別
に
し
、
右
の
一
六
五
脇
陣
仁
規
定
せ
ら
る
、
委
員
曾
中
.
特
に
一
一
仰
の
岬
削
減
議
品
目
ご
し
て
各

闘
の
人
々
か
ら
訪
日
刷
せ
ら
れ
℃
居
る
閥
経
消
委
員
品
目
に
就
f
L
其
峨
務
及
構
成
を
知
ら
一
フ
ご
す
る

ω
で
ゐ
る
。

園
経
済
委
員
曾
の
峨
務
H
A
棉
限
は
大
協
右
内
憲
法
第
百
六
十
五
僚
に
規
定
ぜ
ら
れ
1
居
心

ωで
あ
っ
て
、
「
総
憾

的
経
済
的
任
務
ノ
遂
行
ト
枇
曾
化
的
法
仲
ノ
執
行
」

に
榔
到
す
る
協
力
で
あ
る
。
総
髄
的
経
消
的
任
務
の
途
行
己
一
五

ふ
言
葉
は
雌
己
決
然
た
る
さ
一
日
巣
で
ゐ
る
が
、
同
僚
第
四
川
引
に
依
れ
ば
「
基
本
的
意
味
ヲ
有
ス
ル
枇
品
目
政
策
的
及
総

前
政
策
的
法
律
案
」

に
就
ー
は
政
府
は
議
曾
に
其
法
律
築
士
提
出
す
る
に
前
に
も
閥
経
済
委
員
命
目
的
審
議
に
付
す

結

自曲

組
決
議
申
山
-
祖
と
し
て
山
錨
地
同
組
消
委
員
曾

第
二
寸
三
巻

(
品
問
挽

) 

五
四
五

てコ

I 

Finer， Representative Gove口ltncntnnd n Parliament of Industry， 1923 

p， roo事11首
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論

環

紐
出
議
舎
の
一
一
回
と
し
て
山
捕
逸
岡
組
梼
委
員
企

第
二
十
三
巻

(
A
P
回
披

四
) 

五
回
大

べ
き
も
の
己

L
・
叉
国
経
済
委
員
晶
聞
が
自
ら
此
樋

ω法
律
案
の
提
案
植
を
有
つ
も
の
正
し
て
居
る
の
で
あ
る
が

ら
、
主
正
し
て
一
般
的
な

基
本
的
な
意
味
を
有
す
る
枇
曾
的
経
済
的
立
法
に
閥
興
す
る
も
の
で
あ
る
こ

Z
が
白

ι明
か
で
あ
る
。
叉
印

E
N
Z
5
2
の
報
告
に
依
っ
て
も
明
か
で
あ
る
や
う
に
生
産
に
闘
係
ゐ
る
各
分
子
の
協
力

に
依
っ
て
生
産
上
の
総

τの
利
盆
を
満
足
す
る
こ
ピ
を
其
目
的
古
す
る
ご
一
耳
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
法
自
ら
が
「
枇

曾
化
的
法
律
の
執
行
」
仁
謝
す
る
協
力
を
英
任
務
ご
し
て
示
し

τ居
る
鮪
ピ
闘
聯

L
t
之
を
考
へ
る
ピ
、
問
調
「
纏

関
的
解
済
的
任
務
ノ
遂
行
」
に
は
亦
生
崖
の
枇
曾
圭
義
的
管
理
に
劃
す
る
必
要
な
る
協
力
を
合
む
ζ

ご
が
亦
明
hr

で
あ
る
ピ
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
o

右
の
第
一
向
六
十
五
傑
第
五
項
が
此
委
員
曾
に
品
到
し
行
政
上
の
構
限
を
附
奥
す

る
-
』
ご
ゐ
る
回
目
規
定
し
て
居
る
の
も
自
ら
此
闘
係
を
示

τも
の
芭
解
す
る
ニ
ピ
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。

放
に
此
曾
議
の
職
務
は
大
健
之
を
二
組
に
分
け
る
こ
ピ
が
出
来
る
筈
で
ゐ
る
。
郎
ち
一
は
一
般
的
な
基
本
的
な

意
味
を
有
す
る
一
枇
曾
的
及
綬
務
的
立
法
に
岨
到
す
る
奉
加
で
あ
っ

τ、
他
は
一
肱
曾
化
的
法
律
の
執
行
又
は
枇
曾
主
義

的
生
産

ω管
理
に
叫
到
す
る
府
民
際
的
岡
山
県
で
あ
る
。

弐
に
、
図
艇
樹
委
員
曾

ω此
枇
品
開
的
及
経
蹴
倒
的
立
法
に
謝
す
る
関
係
は
岐
に
掲
げ
た
候
文
の
明
h
r

に
一
市
す
ゃ
う

に
顧
問
的
機
側
一
乙
し

τ働
〈
閥
係
に
あ
る
に
過
吉
も
な
い
の
で
ゐ
っ
て
、
法
律
案
を
法
律
ご
す
る
や
否
や
は
結
局
議

曾
の
決
定
す
る
所
で
め
る
。
勿
論
之
に
審
議
せ
し
め
る
ご
一
五
ふ
こ
ご
は
其
意
見
を
符
重
す
る
正
一
五
ム
こ
芭
が
嘗
然

強
制
せ
ら
れ

τ居
ら
ね
ば
な
ら
嗣
。
而
し
て
此
意
味
に
於

τ此
機
闘
が
一
一
利
の
経
済
議
曾
E
し
て
一
般
に
重
要
視



せ
ら
れ

τ居
る
の
で
め
る
。
併
し
そ
れ
は
結
局
単
に
諮
問
せ
ら
れ
代
る
法
律
案
に
就
て
意
見
を
拠
へ
及
び
法
律
案

ω提
議
を
怨
し
得
る
の
み
で
ゐ
っ
て
、
法
律

ω制
定
に
封
し
同
意
緋
又
は
恒
否
徳

(
Z
Z
)
は
み
~
(
有
っ
て
居
ら
な

い1
0

放
に
い
か
な
る
意
味
に
於
て
も
議
曾
に
封
し
針
立
的
な
地
位
を
有
す
る
機
関
で
ゐ
る
正
は
考
へ
ら
れ
な
い
の

で
あ
っ
て
、
事
ん
其
従
胤
的
な
機
闘
で
あ
る
正
し
か
考
へ
ら
れ
な
い
。
此
意
味
に
於
て

英
枇
曾
主
義
凶

ω構
成
」
の
中
に
提
案
し
て
居
る
が
如
、
き
叡
糖
議
色
・
・
又
は
ロ
ロ
問
C
R
が
共
「
憲
法
論
」
の
中
に
提

案
し
て
居
る
職
業
議
院
等
ご
は
全
〈
北
(
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
議
倉
正
日
関
係
に
於

τ之
を
割
問
へ
ば

者
向
『
『
夫
妻
が
か
の
「
大

勿
論
そ
れ
は
純
憐
議
併
又
は
峨
業
議
院
ピ
和

f
る
に
足
る
迄

ω充
分
の
機
限
を
宿
す
る
も
の
ご
は
謂
へ
な
い
の
で

あ
る
。

併
し
活
情
多
〈
の
人
ケ
の
主
張
す
る
が
如
〈
政
治
的
議
品
目
の
外
に
枇
荷
目
的
又
は
経
済
的
議
命
日
を
陵
、
守
旬
、
戒
は
政

治
議
院
正
職
業
議
院
さ
に
依
っ
て
議
合
ぞ
構
成
す
る
必
要
が
め
る
正
云
ふ
-
』
正
を
承
認
せ
ぎ
る
を
得
は
い
ご
し
て

も
、
北
(
耐
者
じ
そ
れ
ん
¥
い
か
な
る
桃
限
を
奥
へ
、
岡
者
の
聞
係
を
い
か
に
す
る
か
は
貨
は
極
め
て
困
難
な
問
題

で
ゐ
っ
て
、
之
を
並
立
的
な
地
位
に
置
か
う
と
す
る
限

h
、
或
は
袋
賞
な
る
方
訟
は
な
い
ー
の
で
は
な
い
か
さ
考
へ

ら
れ
る
の
で
ゐ
る
。

例
へ
ば
今
右
に
掲
げ
た
巧
m
F
U

の
提
案
に
従
ふ
正
す
れ
ば
、
政
治
的
議
曾
ゆ
外
に
枇
曾
的
議
作
を
設
け
、
雨
者

を
各
々
並
立
的
地
位
に
泣
き
・
別
々
の
事
務
を
彪
現
せ
し
め
ゃ
う
ご
一
五
ふ
の
で
あ
る
Q

蓋
L
Jそ
の
寸
『
の
考
ふ
る
所

論

叢

翻
持
議
官
尚
一
種
止
し
て
の
猫
逸
聞
恒
務
委
員
官

第
二
十
三
告

(
第
四
騨

査
) 

五
四
七

Sidney and Beatrice ¥Vebb， A Constitntion for the Socialist Comm.on 

wealth of Great Britain， Part II (丸岡氏醒第二編)事照

Duguit， Tr叫 itede droit constitutionncl II'叩山 p.5015， et s・2参H目
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一

山

ハ

)

(
第
閥
抗

五
回
入

第
二
十
三
脅

に
依
れ
ば
、
現
在
の
政
治
組
織
に
は
桶
々
の
銚
鮎
が
ゐ
る
が
、
北
(
肢
も
重
大
な
る
換
制
は
過
去
の
岡
山
添
作
用
品
川
」
行

諭

瀧

紐
済
議
官
。
一
舗
と
し
て
心
街
迎
岡
趨
滞
委
員
曾

ム
が
た
め
に
作
ら
れ
た
制
度
を
以
っ
て
現
必
の
国
家
作
別
を
行
っ
て
居
る
拙
に
ゐ
る
。
換
言
す
れ
ば
過
去
の
閥
家

の
任
務
は
品
開
ん
ど
専
ら
圃
防
.
外
交
、
秩
序
ゆ
維
持
、
裁
判
の
執
行
、
並
に
此
等
の
作
用
が
必
要
な
ら

L
む
る
練

税
に
限
ら
れ
て
居
た
の
で
ゐ
る
が
、
現
在
に
於

τは
管
に
此
等

ω本
来

ω政
治
的
峨
分
.hy

北
(
量
に
於
て
大
じ
に
増

加
し
た
許
b
で
な
(
、
一
鬼
に
金
〈
耕
し
い
義
務
。
碕
銅
が
政
治
的
機
闘
に
説
せ
ら
れ
た
の
で
ゐ
っ
て
、
岡
山
水
は
4
4

幼
不
具
者
山
刑
者
に
謝
す
る
施
設
が
ら
、
日
常
共
術
生
に
闘
ず
る
組
織
、
戒
は
炭
破
運
輸
の
如
き
産
業
の
支
配
、
教
育
、

後
明
、
研
究
の
促
進
・
保
険
業
貯
蓄
銀
行
楽
家
屋
衣
食
の
供
給

ω収
-
約
、
或
は
物
価
個
、
弛
代
の
決
定
迄
人
事
の
百

般
に
一
旦
っ
て
共
統
制
及
管
理
に
従
事
し
て
居
る
。
而
し
て
此
等
の
新
し
き
職
分
が
悉
f
t告
さ
制
度
に
依
っ
て
行

ω

れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
帥
丸
事
務
が
阪
に
過
多
で
ゐ
ゐ
許
h
で
な
く
、
公
機
カ
の
作
用
ピ
枇
命
的
又
は
姥
業
的
管

理
の
作
用
が
泌
同
せ
ら
れ
、

ぞ
れ
が
同
一
機
闘
の
手
に
依
っ
て
行
は
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
現
在
の
政
治
組
織
に

於
け
る
一
大
州
弊
は
会
〈
此
貼
に
存
す
る
の
で
ゐ
つ
1
、
是
れ
が
現
有
忙
の
制
度
の
能
市
中
を
害
す
る
一
大
要
素
で
ゐ

る
o

例
へ
ば
凶
合
議
員
に
就
て
識
ツ
て
も
、
そ
の
人
が

ν
か
に
有
飽
Y
ゐ
h
、
い
か
に
誠
貨
で
あ
る
に
し
て
も
、

か
〈
の
刈
〈
異
持
多
係
の
問
題
を
共
多
数

J

』
共
に
一
時
に
慮
理
す
る
こ
ご
は
恐
ら
〈
一
小
可
抱
に
属
す
る
慌
で
あ

-
り
、
是
れ
賞
に
今
日
議
院
に
射
し
一
般
を
し
て
不
信
用

ω念
を
有
せ
し
む
る
に
歪
ヴ
た
根
本
的
原
凶
で
あ
る
。
故

仁
此
政
治
的
制
度
を
改
革
す
る
が
翁
に
は
其
事
務
を
二
分
し
、
本
来
の
政
治
的
事
務
の
み
を
政
治
議
食
及
政
府
の

Webb，op・cit.p，司rt1 chap. III害問") 



仕
事
E
心
、
一
肱
曾
的
及
産
業
的
管
理
作
用
は
之
を
枇
曾
的
議
曾
(
印
高
一
色
目
ユ
一
言
自
門
)
及
其
執
行
機
関
に
行
は
l

さ
云
ふ
の
で
あ
る
し

む
ぺ
き
で
め
る
、

併
し
右
の
提
案
の
如
〈
政
治
的
作
用
己
批
品
目
的
及
経
済
的
管
理
作
用
ピ
を
匝
別

L
、
平
等
日
同
格
的
別
の
機
関

を
し

τ之
を
行
は
し
め
る
ご
一
五
ム
方
法
は
一
見
容
易
で
あ
る
に
似
て
貨
は
極
め
て
困
難
な
る
問
題
を
生
じ
殆
ん
ど

其
貨
行
は
不
可
能
で
ゐ
品
。
例
へ
ば
者
m
F
F
自
ら
も
認

U
る
如
(
政
治
的
議
臼
が
凶
防
及
兵
力
に
闘
し
て
通
過
L

た
法
律
乃
至
商
業
及
航
海
、
移
民
H
A
蹄
化
の
如
話
問
題
に
闘
し
工
錯
し
た
尚
外
凶
ピ
の
交
渉
は
一
舵
曾
議
曾
及
副
島

議
曾
の
支
配
に
威
す
る
各
秘
の
行
政
問
曜
の
阜
県
業
及
勢
務
の
管
理
に
影
響
せ
ゲ
る
を
得
与
ヤ
で
あ
ら
う
し
、
反
制
剖

に
此
開
聞
の
管
川
崎
凶
概
及
枇
曾
議
曾
の
品
川
し
た
決
定
の
中
の
或
る
も
の
は
政
治
議
品
目
及
政
府

ω椎
限
に
脱
す
る
事
出

に
影
響
を
拠
へ
る
で
ゐ
ら
ヲ

Q
d
Rの
『
寸
は
此
稲
の
場
合
に
は
瓦
に
他
の
承
認
を
求
む
れ
ば
宜
い
ご
云
ふ
り
で
ゐ
る

力安、

一
の
機
闘
が
炉
、
る
泳
認
を
拠
へ
な
か
っ
た
場
合
に
は
ど
う
す
る
の
で
あ
る
か
。
殊
に
此
耐
の
問
題
中
最
も

困
雄
な
る
も
の
は
財
政
問
題
で
ゐ
る
が
、

4F40rr
に
依
U
ば
租
枕
の
算
定
ご
徴
集
正
は
枇
曾
議
曾
に
委
ね
ら
れ
、

国
民
的
資
源
か
ら
生
中
る
牧
入
額
及
公
共
凶
管
理
に
委
ね
ら
れ
た
各
叩
仰
の
阜
県
菜
北
一
他
ゆ
「
公
共
事
務
の
貸
借
叫
割
問
衣

正
共
に
、
全
国
的
な
貸
借
謝
照
表
を
作
る
も
の
ご
せ
ら
れ
て
居
る
。
従
つ

τ政
治
議
舎
は
共
事
務
に
必
要
な
る
総

支
出
額
を
決
定

L
、
之
を
此
命
日
議
命
日
に
提
出
す
る
の
で
あ
っ
て
、
一
此
曾
議
食
は
之
に
封
し

τは
一
部
的
な
wv，
E
健

は
有
た
な
い
ー
で
、
会
館
ご
し
て
、
戒
は
之
を
承
認
し
、
叉
は
反
謝
す
る
-
』
ご
を
得
る
も
の
ご
す
る
の
で
あ
り
、
北
(

議

i面

組
持
議
官
山
一
種
と
し
て
の
制
誕
同
組
神
問
委
員
合

(
払
凹
担

第
二
十
三
春

七
) 

五
四
九

参照¥Vebb， op. cit. p. 72 et seq.. p. Io8 ct scq 
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E面白

割
前
議
官
。
一
種
主
L
て

ω
描
塩
岡
純
畔
委
員
合

君主

第
一
一
十
三
谷

(
銘
四
貌

F、

五
五
心

反
封

ω場
合
に
於

τは
雨
議
品
闘
の
聞
に
協
議
品
目
を
閲
レ
て
決
定
し
、
協
議
曾
に
依
つ
で
も
術
業
総
額
の
一
致

L
な

い
ご
き
に
は
共
岡
市
H
議
を
開
き
岡
議
命
的
議
員
の
総
投
票
に
依
っ
て
決
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
ご
謂
ふ
の
で
あ

る
o

恐
b

(

、
財
政
問
題
山
み
で
は
な
く
、
重
裂
な
る
共
通
の
問
題
に
就
て
嗣
議
曾

ω
聞
に
意
鬼

ω相
違

ω
あ
る

場
合
に
は
、
此
柿
の
制
度
を
採
る
限
り
、
常
に
此
積
の
方
法
に
依
る
よ
b
外
は
な
い
で
あ
ら
'
フ
o

然
る
に
か
、
る

場
合
、
此
共
同
の
命
議
仁
於
て
政
治
議
命
聞
の
主
張
M
M

枇
合
議
合

ω議
員
ピ
政
治
議
曾
に
剥
す
る
長
政
府
反
帆
副
議
芭

の
聯
九
日
に
依
っ
て
否
決
せ
ら
れ
る
こ
ピ
に
な

b
得
る
こ
ご
は
容
易
に
想
像
せ
ら
る
、
所
で
め
る
叶
然
る
に
此
積
の

場
合
に
政
治
議
舎
に
劃
し
有
責
任
で
あ
る
其
政
府
は
英
議
品
目
に
於
け
る
議
員
多
数
の
意
思
に
反
し
、

い
か
に
し
て

共
地
位
に
止

b
、
其
政
策
を
行
つ

τ行
〈
こ
正
が
出
来
る

ωで
ゐ
る
か
、
み
一
〈
不
可
解
で
め
る
。
従
っ
て
此
郁
の

制
度
以
結
局
岡
政
を
破
域
す
る
結
川
本
に
な
る
ご
考
へ
ざ
る
を
得
向
。

の
提
案
に
依
れ
ば
一
仰
の
議
曾
を
二
院
制
度
正
し
、

之
に
劉
し
り
ロ
間
三
円

一
院
は
卒
等
普
通
畑
地
患
に
依
っ
て
漣

ま
れ
た
通
常

ω下
院
ピ

L
、
他
の
一
院
を
職
能
代
表
制
に
依
h
各
利

ω職
能
幽
髄
を
基
従
己

Lτ
選
ま
れ
た
議
員

に
依
つ

τ構
成
せ
ら
れ
た
職
業
院
己
し

τ、
之
に
現
在
の
上
院
に
代
る
べ
き
地
位
を
奥
へ
や
う
ご
一
五
ふ
の
で
あ

る
。
獅
迎
に
於

τも
、
現
行
憲
法
制
定
の
常
時
各
振
に
一
旦
っ
て
存
在
し
た
経
済
議
曾
の
賛
成
者
は
此
提
案
ピ
同
様
、

政
治
議
院
を
存
置
す
る
巳
せ
ば
、

ム
グ
〈
正
も
之
を
議
曾
に
於
付
る
一
院
ご
す
る
芭
共
に
、
此
政
治
議
院
、
己
相
並
ん

で
、
各
報
の
企
業
家
ピ
労
働
者
ご
の
双
方
よ
り
越
ま
れ
た
同
数
の
委
員
を
以
つ

τ組
織
1
る
勢
働
院
を
置
君
、
之

La!>ki， A Granuncr of Po1iticS， p. 338多間

Dugはit.op. cit. p. 506-51~目
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。

に
政
治
院
E
同
等
の
権
限
を
奥
へ
る
べ
き
で
あ
る
正
主
張
し
穴

ωで
あ
る
。

今
此
積
の
提
案
に
従
ふ
ピ
し
、
職
業
院
に
謝
し
て
は
大
館
現
仕
の
上
院
に
相
官
す
る
が
加
古
地
位
を
興
へ
る
も

の
正
す
れ
ば
、
飾
に
雪
orr
案
に
於
て
説
明

L
た
る
が
如
き
快
鮎
は
之
を
避
け
る
こ
さ
が
出
来
る
。
併
l
並
(
代
り

に
一
の
議
品
目
が
一
時
に
総
て
の
問
題
を
鴎
理
す
る
こ
ピ
か
ら
起
る
ぎ
島
町
の
指
摘
し
た
る
が
如
、
き
依
鮎
は
金
イ
除

去
せ
ら
れ
な
い
の
み
で
な
(
、
反
制
剖
仁
各
日
刊
の
職
能
胤
憾
の
利
益
の
代
表
者
に
依
っ
て
構
成
せ
ら
れ
る
職
業
院
に

も
総
て
の
問
題
に
闘
興
せ
し
め
る
結
旧
竺
却
つ

t
会
民
の
一
般
的
利
盆
に
闘
す
る
政
治
上
の
問
題
が
職
業
院
に
魁

す
る
或
る
特
殊
刺
益
の
代
表
者
仁
依
っ
て
コ
ン
ト
ロ

1
Y
せ
ら
れ
る
こ
古
仁
も
な
b
得
る
の
で
あ
る
。
義
し
此
械

の
議
員
を
峨
業
的
基
礎
に
城
つ

τ選
u
t
L、
併
も
此
場
合
も
大
鵠
民
主
的
原
則
に
従
ふ
己
す
れ
ば
、
勢
ひ
従
業

員
の
多
い
職
業
か
ら
多
〈
の
議
員
が
選
出
せ
ら
れ
る
こ
ご
に
な
る
で
ゐ
ら
う
o

従
っ
て
此
議
院
で
は
或
る
特
殊
の

立
場
£
特
殊
の
利
盆
子
炉
』
有
す
る
人
々
に
依
っ
て
他

ω人
々
の
利
盆
が
左
右
せ
ら
る
、
こ
ピ
に
な
り
得
る
-
}
芭
は

容
易
に
組
像
し
待
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
議
曾
に
職
能
代
表
又
は
利
盆
代
表
の
分
子
を
加
へ
る
必
要
が
是
認
せ
ら

れ
る
に
し
て
も
、
右
の
如
き
性
質
を
有
す
る
議
院
に
謝
し
、
下
院
さ
同
様
の
一
般
的
な
権
限
を
奥
へ
る
こ

E
は
恐

ら
(
妥
嘗
を
依
〈
も
の
ご
謂
へ
る
で
あ
ら
う
。

向
序
で
あ
る
が
・
職
業
院
に
調
し
一
般
的
決
定
摘
を
奥
へ
も
ニ
ご
に
封
す
る
此
非
難
は
・
同
時
に
一
院
制
の
議

曾
を
作
り
、
共
議
員
を
専
ら
職
業
代
表
制
に
依
っ
て
選
ま
ん
ご
す
る
が
如
き
提
案
じ
岨
到
し
て
も
等
し
〈
之
を
適
用

(
格
凹
班

九
) 

宜
主

1市

議

鯉
済
議
官
山
一
種
主

L
て
の
端
情
唱
団
経
済
委
員
官

錨
ニ
十
三
告

日r叩 et.op. cit. p. 104 et s.器開

例へkfBenoist. La crise de l'Etat moderne. p. 250 et s 
14) 
15) 



論

組
例
議
官
。
一
種
と
し
て
白
捕
逸
同
紐
蹄
委
員
合

議

第
二
十
ニ
巷

介
昨
凹
披

三
の
)

五
五

す
る
一
』
ご
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。

之
を
要
す
る
に
現
在

ω悶
家
に
於
げ
る
政
治
機
関
正
し
て
曜
に
従
米
の
如
き
議
禽
制
度
を
有
つ
の
み
を
以
っ
て

L
て
は
不
充
分
で
め
る
正
考
へ
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
允
の
は
、
巧

gu
も
抗
制
す
る
が
如
〈
.
本
来
凶
家
に
属
す

ぺ
き
、
政
治
的
任
務
の
み
で
は
な
く
、
所
請
枇
曾
的
及
民
業
的
管
理
り
範
闘
に
一
旦
つ

1
、
問
家
の
一
胡
務
が
著
L
(

増
加
し
花

--r
に
基
〈
の
で
の
っ
て
、
現
在
の
議
品
聞
は
北
(
各
方
面
仁
百
一
っ
て
充
分
に
之
を
研
究
L
、
理
解
し
て
、

そ
れ
を
蕗
理
す
る
た
め
に
は
、

A
1
山
り
ま
、
で
は
不
池
散
で
も
あ
る
し
、

必
要
な
る
時
間
も
省
た
な
レ
の
で
め
る
。

従
っ
て
其
改
革
案
ピ

Lτ
は
此
稲
り
議
命
聞
の
取
扱
ふ
べ
き
事
項
を
制
限
す
る
ご
云
で
』

Z
が
確
か
仁
一
勺
の
方
法

で
ゐ
る
に
相
遣
な
い
。
の
c
-
o
は
共
機
能
的
批
品
目
に
於
て
は
数
詞
仰
の
職
能
的
組
合
に
共
同
の
問
題
に
け
を
聯
合
曾

又
は
議
曾
(
』
ch阜
の

0
5口
7
H
n
c
p
m耳
目
)
に
依
う
て
蕗
理
す
る
方
法
を
採
る
も
の
ご

L
て
居
る
の
で
あ
る
が
‘

此
提
案
の
如
き
も
議
曾
ゆ
取
扱
A
べ
主
事
項
を
制
限
f
る
と
一
五
ム
方
法
を
探
っ
て
居
る
悶
に
於

τは
戸
、
S
F
の
改

草
案
己
主
(
軌
を
一
に
し

τ居
る
も
の
正
謂
¥
る
山
併
L
此
秘
類
の
方
法
に
依
b
現
存
の
制
度
を
大
憾
に
於

維
持

し
な
が
ら
改
革
案
竺
不

f
己
す
れ
ば
、
恐
ら
〈
者
向
『
『
の
提
案
の
如
〈
に
考
へ
ら
れ
る
の
が
最
も
自
然
の
結
果
で

あ
ら
う
o
併
も
此
純

ω方
訟
は
阪
に
説
明
し
た
や
う
に
恐
ら
(
其
賀
行
が
不
可
施
で
あ
る
さ
考
へ
ら
れ
る
。

之
に
謝
し
改
革
の
第
二
の
方
法
正
し
て
は
現
存
の
議
曾
は
そ
の
他
に
し
、
主
一
不
九
通
常
な
る
郊
外
を
補
ふ
た
め
、

特
に
枇
曾
的
経
済
的
問
題
セ
取
扱
ふ
に
油
常
な
る
日
付
子
を
加
ヘ
、
之
を
し
て
議
合
を
助
リ
1
し
め
る
方
法
が
考
へ
ら

Cole， Social Theory， p. 135， p. 136多 樹G.D.H 16) 



は
此
槌
の
提
品
生
で
あ
る
o

併
し
此
樋
の
職
業
院
設
置
案
に
も
重
大
な
る
銚
陥
の
あ
る
ニ
ピ
は
般
に
越
ぺ
た
所
に
依

れ
る
。
一
議
曾
を
こ
院
制
度
正
し
、
政
治
院
に
蛍
し
て
職
業
院
を
針
立
せ
し
め
る
芭
云
ふ
が
如
き
考
案

μ
卸
ち
此
種

類
の
改
革
案
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
一
般
に
艇
決
議
曾
設
置
案
ピ
し

τ主
張
せ
ら
れ
て
居
る
も
の
、
多
〈

前

盟主

髄
蹄
議
官
由
一
一
担
・
と
し
て
の
樹
器
問
組
前
委
員
官

第
二
十
=
一
巻

(
勢
固
観

日

) 

E
E
=
一

っ
て
明
か
で
め
ら
う
。

獅
逸
凶
新
出
品
法
の
採
用
し
た
凶
経
済
委
員
曾

ω制
度
は
、
前
に
も
一
五
ふ
が
如
〈
、
多
〈
凶
人
々
に
依
っ
て
、

組
の
極
端
例
議
官
正
考
へ
ら
る
、
も
の
で
ゐ
る
が
、
主
(
之
を
抹

m
Lた
理
由
も
亦
従
来
の
議
向
同
制
度
で
は
枇
曾
的
経

済
同
組
の
蕗
躍
に
充
分
な
ら

5
る
跡
が
ゐ
る
か
ら
、
職
業
的
基
維
に
立
つ
分
子
を
之
に
加
へ
る
こ

Z
に
依
っ
て
此

柏
駅
紡
を
締
以
ん
正
し
に
の
で
ゐ
っ
て
、

正
し
〈
右
の
第
二
の
方
策
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。
但
L
此
委
員
曾
は
上

に
遁
べ
た
や
う
に
一
一
仰
の
顧
問
的
機
闘
に
止
る

ωで
あ
っ
て
、
求
め
ら
れ
た
る
問
題
に
就
き
意
見
を
奥
へ
、
戒
は

建
議
、
提
案
を
潟
す
こ
と
は
出
家
る
け
れ
ど
も
、
直
接
法
枠

ω決
定
に
傘
興
す
る
権
限
は
之
を
有
た
な
い
の
で
あ

る
か
ら
、
従
来
提
案
せ
ら
れ
た
る
如
ヨ
所
鵡
職
業
院
た
る
性
質
は
布
た
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
質
際
政
治

ω
上

に
及
ぼ
す
其
影
響
は
間
接
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、

そ
れ
ど
け
尖
存
在
的
意
義
は
減
少
せ
ら
れ
吃
居
る
と
も
考
へ
ら
れ

な
い
で
は
な
い
。

阪
に
従
来
の
質
例
に
就
て
槻
一
ー
も
縦
務
委
員
曾
の
意
見
が
曾
ま
政
府
の
熱
望
す
る
所
ピ
一
致
し
た
場
合
に
於

τ

は
勿
論
政
府
は
議
曾
に
於
り
る
其
多
数
を
動
か

l
、
共
意
見
が
議
曾
に
於
て
採
用
せ
ら
る
、
ゃ
う
柄
カ
助
カ

L
て



議

(
第
四
貌

第
二
十
三
容

= -
) 

五
五
回

経
済
議
合
。
一
種
と
し
て
O
掲
遜
園
経
済
委
員
曾

η
 

居
る
こ
£
は
謂
ふ
迄
も
な
い
が
』
一
方
委
員
曾
の
意
見
に
劃

L
、
政
府
が
必
す

L
も
裳
質
現
を
熱
川
挫
し
な
い
場
合
仁

論

於
て
は
・
政
府
は
其
意
見
の
侍
達
に
す
ら
甚
に
忠
賞
で
な
か
っ
た
も
の
、
如
く
で
あ
っ
て
、
従
来
委
員
曾
は
再
三
'

政
府
が
其
意
思
伝
説
曾
に
侍
返
し
な
か
っ
た
こ

Z
P恕
へ
て
政
府
の
反
省
を
求
め
て
居
る
の
で
ゐ
h
、
或
は
委
員

曾
の
意
思
恒
三
有
放
に
政
府
に
侍
遣
す
る
た
め
、
委
員
曾
の
委
員
中
の
一
人
を
政
府
委
員
の
中
に
加
へ
る
蕗
置
を
取

ら
ん
}
正
念
求
め
て
厨
る
の
で
あ
っ
て
此
等
の
関
係
か
ら
調
っ
て
も
其
関
係
が
間
接
で
あ
る
穴
的
英
貴
際
政
指
に

品
到
す
る
影
響
の
幾
分
少
な
い
こ
ご
は
否
ま
札
な
い
事
貨
で
あ
る
己
思
L
の
で
あ
る
。
従
来
此
委
員
曾
に
依
つ

τな

苫
れ
た
無
数
の
建
議
案
の
中
質
際
に
賞
現
せ
ら
れ
た
も
の
、
比
較
的
少
な
い
ご
云
ふ
事
貨
の
如
、
き
も
此
弱
駄
を
一
不

す
一
の
詮
左
ピ
な
し
得
る
で
ゐ
ら
う
。
加
』
る
仁
各
誠
一
蹴
は
そ
れ
台
、
選
由
市
民
正
の
関
係
に
於
て
其
諒
滅
的
利
盆

を
考
へ
て
行
動
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
此
胸
係
か
ら
謝
っ
て
も
か
、
る
間
接
の
地
位
に
あ
る
機
闘
の
立
法
に
封
す

る
影
響
は
必
干
し
も
有
力
な
ら

F
る
場
合
も
多
い
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
現
に
一
部
に
は
此
樋
の
機
関
の
存
在
を
殆

ん
ど
無
意
味
で
ゐ
る
ピ
考
へ
て
居
る
人
々
も
な
い
で
は
な
い
。
殊
に
最
初
に
常
り
有
力
な
る
輝
憐
議
曾
の
設
置
を

盛
ん
で
居
た
人
々
は
此
鮎
に
此
委
員
舎
の
最
も
重
大
な
る
紋
陥
が
存
す
る
Z
考
へ
て
居
る
ゃ
う
で
あ
る
。

併
し
乍
ら
此
機
闘
が
此
従
周
的
な
地
位
に
居
る
こ
ご
の
た
め
に
庇
接
法
律
令
」
共
意
思
に
従
っ
て
決
定
(
得
な
い

主
一
式
ふ
こ
ご
か
ら
、
直
に
此
輔
の
機
闘
の
設
置
が
殆
ん
ど
無
意
味
で
め
る
か
の
如
〈
に
解
す
る
の
は
受
賞
で
は
な

い
。
反
謝
に
此
械
の
機
闘
は
恰
か
も
斯
〈
の
如
、
き
地
位
を
奥
へ
る
ニ
ピ
が
最
も
趨
嘗
な
の
で
は
な
い
か
ご
考
へ
ら

Fi:ler， Op. cit. p. 1白

}~ìner ， p. 160， p. 191， P・163

Finer， p. 160; Laski， op. cit. p. 83 

Finer， p. 208 
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れ
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
其
所
に
弱
駄
が
ゐ
る
ニ
さ
は
否
ま
れ
な
い
に
し
て
も
、
其
長
所
も
亦
諸
に
存
す
る

の
で
は
な
い
か
ご
思
ム

ω
で
ゐ
る
。
殊
に
此
獅
逸
l

於
け
る
岡
経
憐
委
員
曾
は
後
に
も
調
ム
や
う
に
多
〈
的
専
門

の
小
委
員
曾
じ
分
れ
・
通
常
此
専
門

ω
小
委
員
留
に
依
つ

τ峨
務
を
行

Jτ
居
る
り
で
あ
ふ
一
炉
、
共
働
は
此
種
り

方
法
の
採
用
-
己
相
貌
っ
て
注
目
に
依
す
る
良
川
ハ
巣
を
一
市
し
て
居
る
り
で
あ
っ
て
、
吾
人
に
謝
(
、
暗
示
を
奥
ふ
る

所
少
〈
な
い
。
差
し
上
に
も
逃
ぷ
る
如
〈
従
来

j

議
民
的
外
に
新
仁
職
業
院
士
泣
〈
ご

L
て
共
最
も
大
な
る
困
難

は
機
カ
ぜ
両
所
り
聞
に
均
等
に
す
る
正
云
ム
こ
ζ

か
ら
起
る
り
で
あ
る
。
然
る
に
践
に
は
此
掛
立
は
な
い
の
で
ゐ

る
か
ら
.
そ
れ
か
ら
生
す

?
3困
難
は
趨
ら
な
い
り
で
ゐ
る
ο
併
も
従
来
り
議
曾
が
一
般
し
経
済
問
題
枇
曾
問
題

の
彪
理
に
就
て
無
能
で
ゐ
る
ご
考
へ
ら
れ
に
の
は
、
特
に
此
碕
り
問
題
乞
詳
細
に
調
査

t
、
碗
究
し
て
、
之
を
虎

理
す
る
に
就
き
・
共
組
制
ら
不
通
賞
で
ゐ
る
し
、
時
間
b
充
分
で
な
か
っ
た
か
ら
で
ぬ
る
が
、
恰
か
も
比
委
員
曾

に
は
そ
れ

λ
1助
捕
り
問
旭
を
取
以
ふ
に
最
も
迫
骨
固
な
る
呼
門
家
が
ゐ
る
諜
で
あ
っ
て
、

そ
れ
が
別
に
一
の
小
委

員
曾
を
作
'p
、
必
要
な
る
場
合
に
は
委
員
以
外

ω専
門
家

ω
意
見
を
も
徴
し
て
調
査
研
究
す
る
の
で
あ
る

L
、
且

共
曾
矧
が
限
ら
れ

τ居
る
課
で
も
な
い
1
F
h
b
北
戸
時
間
も
亦
不
足
で
は
な
い
『
。
従
っ
て
従
来
議
曾
に
就
て
不
満
ご
せ

ら
れ
た
所
は
丁
皮
此
純

ω曾
議
に
依
つ

τ充
た
さ

μ
る
隷
で
ゐ
る
。

此
貼
は
此
委
員
曾
が
其
成
立
以
来
遊
し
た
跡
を
削
れ
ば
明
hr
で
ゐ
つ

τ、
労
働
時
間
絵
、
勢
働
者
委
員
曾
法
、

住
宅
法
等
り
制
定
に
闘
す
る
助
カ
を
初
め
正

L
、
外
国
貿
易
の
管
理
、
戦
守
に
依
る
劃
外
賠
償
問
題
の
院
理
等
多

元首

議

組
掛
議
官
の
一
施
と
し
て
ゆ
描
地
岡
組
前
委
貝
合

第
二
十
=
一
巻

(
部
四
貌

五
五
五



(
第
四
韓

三
回
)

E
五
六

第
二
イ
三
巻

〈
の
重
要
な
る
問
題
に
就
て
有
意
義
な
る
協
カ
を
し
て
居
る
の
で
あ
る
叫
恐
ι

(
此
輔
の
曾
議
の
重
要
は
現
在
各

諭

議

綿
油
田
議
官
山
一
種
と
し
て
由
樹
逸
岡
粧
済
委
員
合

闘
に
於

τ政
府
に
従
崩
し
て
設
置
せ
ら
れ

τ居
る
各
稲
の
調
査
曾
の
必
要
か

ι推
測
す
れ
ば
容
易
に
了
解
せ
ら
れ

る
で
あ
ら
う
o
併
も
此
稲
の
調
査
曾
が
代
議
的
性
質
を
有
せ

g
る
仁
謝
L
・
経
済
委
員
曾
の
委
員
は
各
穏
の
組
織

を
代
表
す
る
人
々
で
あ
る
か
ら
此
機
閥
の
活
用
は
一
闘
を
秩
序
付
け
、
諸
積
の
勢
カ
を
調
和
せ
し
め
る
上
に
も
良

好
な
る
結
果
を
驚
ら
す
も
の
ご
考
ヘ
グ
る
伝
得
泊
。
此
意
味
に
於
て
余
は
従
来
の
制
度
を
大
鱒
に
於
て
認
め
乍
ら

そ
れ
に
改
造
を
加
へ
る
方
法
正
し
て
は
、
中
腐
り
権
限

L
か
典
へ
ら
れ
て
居
な
い
此
の
制
度
に
却
っ
て
非
常
に
奥

味
を
有
つ
も
の
で
あ
る
。

突
に
此
委
員
曾
に
就
て
は
其
組
織
が
亦
誼
目
に
値
す
る
。
茸
L
従
来
経
情
議
曾
の
提
案
は
積
々
の
人
々
に
依
つ

τな
さ
れ
て
居
る
の
で
ゐ
っ
て
、
此
等
の
提
案
に
於

τは
、
此
日
開
川
り
曾
議
一
炉
職
飽
的
閥
糟
を
基
礎
ピ
し
、
卸
も
所

調
職
能
代
表
制
に
擦
っ
て
還
ま
れ
た
議
員
を
以
っ
て
構
成
す
べ
き
で
あ
る
E
云
ム
貼
に
於
て
は
略
ぽ
一
致
し
て
居

る
の
で
あ
る
が
、
夫
代
表
者
を

ν
か
な
る
範
固
か
ら
い
が
な
る
割
合
を
以
っ
て
選
出
す
べ
き
で
あ
る
か
に
就

τは

一
致
す
る
所
は
な
か
っ
た
の
で
ゐ
っ
て
・
弦
に
此
稀

ω提
案

ω重
要
な
る
一
の
困
難
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
然

る
に
凋
逸
で
は
之
を
賀
行
に
移
し
た
の
で
ゐ
る
か
ら
、
其
構
成
は
直
に
此
械
の
新
し
き
貸
駿
ご
し
て
其
向
身
大
い

な
る
意
味
を
有
つ
諜
で
あ
る
。

委員合白従事したる仕事に就ては Finer，op. cit. p. 154-155， p. 179 $栢21) 



然
る
じ
今
助
方
面
か
ら
之
を
翻
る
正
、
此
曾
議
の
組
織
に
ほ
恐
ら

f
三
個
の
特
徴
が
る
る
ご
云
へ
る
で
あ
ら

頃
ι'卸
ち
第
一
は
委
員
曾
制
度
郎
も
y
グ
イ
エ
ツ
ト
組
織
を
採
用
し
て
居
る
駄
で
あ
る
c

第
二
は
資
本
家
及
勢
働

者
の
園
健
の
み
で
な
〈
、
生
産
に
閥
係
ゐ
る
他

ω範
囲
の
代
表
者
を
も
加
へ
た
結
で
あ
る
。
第
三
は
総
て
の
重
要

な
る
職
業
的
幽
般
か
ら
共
腔
済
昨
U
A
W
和
田
山
町

2
2
r
r
w
u
r共
代
表
者
を
出
す
こ
ど
〉
し
た
酷
で
あ
る
問

第
一
に
憲
法
は
此
品
目
議

ω組
織
ピ

L
て
委
員
曾
制
度
を
採
用
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
却
も
各
純
の
企
業
毎
に
共

工
場
に
於
て
企
業
労
働
者
委
員
品
闘
を
組
織
す
る
ご
共
に
、
各
地
方
に
於

τも
J
Z川
官
官
ぽ
昨
い
咋
に
、
各
楠
の
企

業
凶
髄
よ
・
り
越
ま
晶
、
委
員
を
以
っ
て
地
方
労
働
者
委
員
曾
を
構
成
し
・
真
に
比
等
川
各
地
方
の
労
働
者
委
員
曾

を
基
礎
ご
し
て
園
祭
働
者
委
員
曾
を
構
成
せ
し
め
る
の
で
ゐ
旬
、
同
様
の
方
法
に
従
っ
て
還
ま
れ
た
資
本
家
委
員

及
北
(
他

ω委
員
-
仏
共
仁
園
経
済
委
員
品
闘
を
組
織
せ
し
め
る
主
義
を
採
用
し
て
居
る
の
で
あ
っ
て
、
明
か
じ
そ
れ
は

露
両
亜
の

y
グ
イ
エ
ツ
ト
粗
削
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
め
る
。

此
事
は
此
憲
法
制
定
設
時
の
事
情
に
遡
っ
て
考
察
す
れ
ば
明
隙
に
理
解
せ
ら
れ
る
所
で
ゐ
る
。
帥
も
賞
時
の
獅

逸
に
於

τは
共
共
産
黛
及
獅
立
枇
曾
識
は
明
か
じ
露
凶
亜
の
例
に
倣
U
、
締

τの
政
治
上
及
び
経
済
上
の
権
力
を

持
働
者

ω委
員
晶
目
の
子
仁
委
ね
・
無
産
者
同
咽
裁
政
治
h
z
行
は
ん
ピ
欲
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
英
案
(
ロ
営
自
由
同
案
)

に
依
れ
ば
、
右
の
目
的
を
遼
せ
ん
が
縛
め
に
二
仰
の
委
員
品
闘
が
設
り
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
も
一
は
壮
労
働
者
委
員

曾
で
ゐ
っ
て
、
政
治
的
作
用
を
替
む
も
の
で
あ
h
、
他
は
企
業
委
員
曾
(
伊
豆
町
『
皆
助
主
で
あ
っ
て
・
そ
れ
が
艦

前

;11 

経
附
議
官
白
二
割
、
と
し
亡
の
掛
怒
闘
粧
尚
吾
貝
A
W

第
二
イ
三
を

「
第
四
抗

三
五
)

五
官
七

J偶訟法第百六十車保白規定参附22) 



(
第
四
現

事
比
五
八

論

議

経
済
議
曾
由
一
種
・
と
し
て
の
捕
逸
岡
経
済
委
国
脅

第
-
-
十
三
番

済
的
作
胤

傍
理
じ
従
一
帯
す
る

ω
で
上

が
、
何

μ
も
露
両
亜

於
什
る
ソ
ザ
ィ
且
ヅ
ト
組
川
附
k

同
時
悼
の
階
段
的

委
員
制
H

制
度
、
ぜ
い
叫
刈

V
べ
告
も

ω
正
せ
ら
れ
た
り
で

ι
る。

例
へ
ば
各
町
村
に
於

t
い
勢
働
者

農
民
、
北
一
仙
山
被

傭
人
各
千
人
に
掛
し
一
名
凶
川
合
金
以
ワ

t
労
働
者
委
員

γ
惑
U
り
で
あ
る
が
，
其
中
か
ら
次
に
は
郡
峠
労
働
者
委

員
(
関
門
岳
民

E
Z包
円
。
)
を
選
印
、
郡
後
働
者
安
員
り
中
が
ら
挺
に
地
方
勢
働
者
委
員
4T
選
ぶ

ω
で
あ
句
、
問
後

に
州
妙
働
者
金
具
、
中
央
勢
働
者
委
員
ヤ
漣

uhω
，
じ
し
て
居
る
り
じ
あ

ι。
企
業
復
員
品
目
仁
就
ー
も
大
関
岡
俄

で
あ
る
。

此
主
張
は
非
民
主
的
で
ゐ
る
ピ
し
て
排
尿
ゼ
ら
れ
た
の
で
あ
司
た
が
ぽ
曾
民
主
黛
り
左
翼
り
一
部
も
亦
車
仁
従

家
各
闘
に
設
置
ゼ
ら
れ
た
る
如
き
議
曾
制
度
を
採
用
す
る
を
以
て
満
足
セ
?
、
少
〈
ご
も
政
治
議
院
正
相
並
ん
で

y
グ
ィ
エ
ツ
ト
組
織
を
採
る
労
働
議
院
(
同
副
自
目
白

ι
2
〉
号
向
山
内
)
を
設
く
べ
き
も
の
で
ゐ
る
ご
主
張
し
た
の
で
あ

っ
て
、
此
案

(
p
g
a
E
E案
)
に
依
れ
ば
、
右
に
掲
げ
た
る

Z
略
ば
同
様

ω組
織
に
依
っ
て
一
方
仁
於

τは

炉
献
ず
ま
買
を
作
b
、
之
を

L
τ
従
来
専
ら
融
労
働
組
合
に
依
っ
て
擁
護
せ
ら
れ
居
た
る
勢
働
者
の
利
袋
を
代
表
せ

し
む
る
ご
共
に
、
他
の
一
方
に
於
て
は
生
産
的
管
理
を
な
す
が
た
め
に
生
産
委
員
曾
(
中
o
E
r
R。
E
品
古
)
を
組

織
す
る
の
で
あ
る
o

而
し
て
此
生
産
委
員
曾
に
於
て
は
単
に
労
働
者
側
の
委
員
の
み
で
な
〈
、
資
本
家
側
か
ら
も

同
教
の
委
員
が
之
に
加
は
り
、
勢
資
の
双
方
が
金
〈
同
等
の
闘
係
に
於

τ生
産
の
管
理
仁
…
従
事
す
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
粗
蹴
ど

L
一
て
は
各
椀
の
企
業
毎
に
各
町
村
に
就
て
同
組
の
企
業
的
生
産
委
員
曾
を
作
b
、
其
匝
域
に
於

Brunet. op. cit目 p.100 et seq.; P. Gentizon. L' Jl.lIem;lgne en IUpub-

liquc. p・73争参lIlf
1918年十一月九日目摘す枇宵講に到する nil官民主謀山容量第二蹄(Fmer.op

cit p. 74 note 1.)参照
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砂
川
晴
薬
企
業
の
管
理
を
な
す
ピ
共
に
、
此
等
の
委
員
中
よ
み
地
方
的
生
産
委
員
を
選
ん
で
比
企
業
の
地
方
的
生
産

の
管
理
を
な
さ
し
め
・
真
に
其
中
よ
b
順
衣
州
及
闘
生
産
委
員
を
選
出
し
て
、
そ
れ
介
、
州
及
閥
会
館
に
亘
る
其

企
業
の
管
理
を
な
す
の
で
あ
る
。
併
し
更
に
他
方
で
は
各
町
村
毎
に
其
町
村
に
於
け
る
各
極
的
企
業
的
生
産
委
員

曾
か
ら
醐
描
出
し
た
委
員
を
以
っ
て
町
村
品
労
働
委
員
曾
を
作
る
の
で
あ
っ
て
、
此
委
員
曾
が
英
町
村
に
於
り
る
各
額

の
生
産
に
就
て
関
自
問
す
る
の
で
ゐ
b
、
同
様
に
各
地
方
、
各
州
及
闘
に
就

τも
、
そ
れ
ん
1
・
葉
原
一
城
に
於
打
る
各

秘
的
生
産
委
員
曾
よ
ら
選
出
し
た
委
員
を
以
つ

τ其
勢
倒
委
員
曾
を
組
織
し
、
葉
区
域
に
於

U
O各
冊
閣
の
生
産
の

関
係
を
定
め
る

ωで
あ
る
。
而

Lτ
闘
に
於
1

U
此
労
働
委
員
品
闘
が
政
治
的
議
院
に
判
立
し
、
郎
も
券
働
院
正
L

τ杢
図
的
生
産
の
管
現
に
賞
る
+
う
に
し
ゃ
う
ぜ
云
ふ

ωで
あ
る
。

此
案
は
之
を
政
に
掲
げ
に
獅
立
枇
曾
黛
凶
従
業
正
比
較
苦

μ
ば
裂
員
曾
制
度
を
ご
っ
た
ピ
云
ふ
貼
は
共
通
で
め

る
が
・
其
生
産
委
員
曾
・
品
労
働
議
員
品
目
に
於
工
は
労
資
的
双
方
か
ら
同
放
の
委
員
が
選
出
ゼ

ι
れ
、
同
等

ω地
位

に
於
て
生
産
山
管
理
に
従
胡
す
る

ω
で
め
る
川
ら
、
所
川
川
相
肌
山
凡
川
者
側
叫
裁
制
は
な
レ
山
で
ゐ
つ

τ.
此
貼
で
雨
者
は

川
刊
本
的
い
い
岡
持
品
り
で
ゐ
る
併
l

此
業
七
割
i
1
U
附
等
山
帥
限
立
街

w
る
二
院
全
岨
町
立
ゼ

L
め
る
正
一
宮
ム
貼
に

調

重
大
信
品
川
附
階
が
め
る
守
て
こ
が
直
に
街
仰
い
セ
h
れ
た

ω
「
の
っ
て
，
凡
れ
案
ιη

亦
叩
附
加
せ
ら
引
な
か
っ
た
の
で
め

品。

組
商
議
官
の
一
科
・
と
し
て
白
描
抱
同
組
抽
問
委
員
曾

併
乍
り
草
川
後
一
舞
金
い
急
地
に
叫
換
し
て
行
っ
た
り
で
の
る
。

五
五
九

議

論

世
押
仁
露
両
亜
hr

ら
凶
影
響
を
受
け
て

y
グ

第
二
十
三
巷

(
第
四
髄

三
七
)

Brunct. op. cit. p. 104 et seq.; Gentizon. op. cit. p. 73 et seq.樟参照
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(
崎
市
凹
埠

第
二
十
三
世

組
協
問
議
官
の
二
曲
、
と
し
て
心
臓
謹
岡
組
前
歪
貝
骨

" 、.

五
六

O

~~ 

叢

4

A

ッ
ト
組
織
を
採
川
せ
し
め
や
う

z
f
る
傾
向
が
日
一
円
弱
〈
な
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
っ

τ、
政
府
は
一
九
一

九
年
二
月
捗
働
者
の
最
後
泌
牒
に
接
し

τ
一
旦
宣
言
し
た
所
を
榔
L
、
委
員
曾
制
度
を
採
用
す
る
こ
己
を
断
言
L

て
仕
舞
っ
た
の
で
ゐ
る
。
現
行
憲
法
第
百
六
十
五
僚
瓜
貨
に
此
形
勢
の
下
に
閤
民
議
曾
の
憲
法
草
案
第
十
五
蹴
t

し
て
提
出
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
本
来
は
憲
法
草
案
第
三
銚
第
三
十
四
僚
に
附
加
す
る
も
の
ご
じ
て
考
へ
ら

れ
た
所
で
あ

b
rれ
ド
後
に
第
百
六
十
五
依
ご
し
て
濁
立
し
た
も
の
で
あ
る
o

放
に
，
ぞ
れ
は
プ

u
イ
ス
殺
授
の
作

製
し
た
る
原
案
に
は
金
(
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

第
百
六
十
五
俺
り
規
定
は
右
に
制
ふ
が
如
き
附
係
か
ら
制
定
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
共
曾
議
の
組
織
芭

し
て
は
労
資
の
卒
等
を
前
提
ご
す
る
一
一
利
の

y
グ
イ
品
ツ
ト
組
織
が
採
用
せ
ら
れ
た
の
で
め
る
o

故
に
』
ツ
テ
エ

ツ
ク
の
如
き
は
、
露
西
亜
流
の
委
員
品
目
制
度
が
敵
封
的
階
級
関
守
組
織
で
ゐ
る
に
抱
到
し
て
、
獅
逸
に
於
り
る
此
制

度
は
之
を
協
調
的
階
競
闘
雪
組
織

(
a
o
O門
岡
山
口
目
印
刷
民
自
己

g
q自
民
ロ
目
百
沖
ω
2
Eロ
ι自且
2
同一
E
月
号
何
百
日
比
凶
)
古

都
L
得
る
ご
謂
っ
て
居
る
叫

併
し
賞
際
に
此
規
定
に
従
っ
て

y
グ
イ
エ
ッ
ト
組
繊
の

F
に
下
か
ら
上
へ
順
次
委
員
を
選
り
で
行
っ
て
閥
経
掛

委
員
曾
を
組
織
す
る
こ
ど
は
質
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
憲
法
は
各
経
済
匝
域
毎
に
地
方
的
措
労
働
者
委
員
曾
を
作

る
こ
と
を
要
求

Lτ
居
る
り
れ

H

と
も
、

某
地
方
的
経
済
匝
域
は
明
白
に
示
苫
れ
て
居
な
い
。
加
之
一
見
に
憲
法
は
阪

に
調
っ
た
や
う
に
企
業
者
及
勢
働
者
ピ
け
で
は
な
く
、
共
他
の
関
係
ゐ
る
部
分
か
ら
も
其
代
表
者
を
奉
加
せ
し
む

Finer. p. 89; Triepel， Quellensamll1lung 山 m deu.tscl同 n Reichssla叫§

recht， S 白書問
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る
ム

Z-r要
求
し

τー
居
る
の
で
あ
b
、
且
総
て
の
峨
業
的
岡
韓
が
並
(
経
済
的
及
枇
曾
的
重
要
に
慮

ιて
代
表
せ
ら

れ
る
ニ

F
T要
求
し
て
居
る
の
で
ゐ
る
が
、
此
等
の
各
碍

ω困
醐
閣
に
就
君
主
(
重
要
苫
に
比
例
L
て
委
員
を
選
出
せ

し
む
る
ζ

ご
は
一
一
居
容
易
で
は
な
か
っ
た
。

然
る
に
蛍
時
の
濁
逸
は
戟
後
の
経
済
的
混
乱
に
際
し
、
賞
際
・
統
一
的
に
組
織
的
に
生
産
を
管
理
す
べ
き
緊
急

の
必
要
じ
迫
ら
れ

τ居
た

ωで
ゐ
っ
て
、
此
碑
叫
要
求
は
日
々
に
各
方
阿
に
強
く
な
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
ο

従

っ

τ阪
に
一
九
一
九
年
五
月
に

1
1郎
も
末
に
憲
法
草
案
什
審
議
中
で
ゐ
る

l
l此
聞
の
目
的

ωた
め
に
各
省
の

官
吏
に
依
っ
て
経
済
委
員
曾
が
組
織
せ
ら
れ
、
財
政
及
極
構
伺
の
管
理
に
奥
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、

一
一
府
庚
き
部
分

よ
h
選
ま
れ
た
委
員
に
依
っ
て
構
成
せ
ら
れ
る
委
員
曾
に
依
っ
て
一
一
屠
掛
〈
全
閥
的
に
此
械
の
管
理
を
行
ふ
必
要

が
源
に
要
求
せ
ら
れ
た
結
果
、

一
九
一
九
年
九
月
に
は
経
済
省
に
威
す
る
経
済
委
員
曾

t
L
て
、
製
諮
工
業
(
資

二
勢
二
)
、
手
工
業
(
労
資
各
一
)
、
商
業
(
資
阿
勢
二
)
、
農
業
(
持
費
各
三
)
、
消
費
者
(
町
村
代
表
一
消
捜
組
合

こ
・
鎖
業
(
勢
資
各
二
等
各
方
面
よ
り
合
計
二
十
二
名
の
委
員
を
選
ん
で
之
に
任
C
、
其
管
殉
に
蛍
ら
し
め
た

り
で
あ
る
。
此
曾
議

ω致
川
市
は
各
方
面
に
於
工
絡
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
共
同
調
酔
聞
は
純
然
た
る
諮
問
機
闘
で

め
っ
て
、
全
〈
謙
案
織
全
有
た
な
い
結
に
あ
っ
た
o

併
も
右
に
調
ム
が
刻
〈
正
式
の
園
経
務
委
員
曾
は
憲
法
に
従

ワ
工
短
日
月
の
聞
に
其
構
成
を
定
め
る
ニ
ピ
は
殆
ん
刊
と
不
可
能
じ
類
L
た
の
で
あ
る
か
ら
、
議
に
大
髄
憲
法
の
規

定
ず
る
主
旨
に
従
0
・
臨
時
園
経
済
委
員
曾
を
設
置
す
る
ニ
正
、

L
、
途
に
戦
後
の
経
過
的
蹴
況
に
勝
十
る
た
め

議

言繭

組
横
議
官
の
一
械
と
し
て
の
揖
塩
悶
組
抽
問
委
員
合

革
二
十
一
-
一
番

(
第
四
掛

九
) 

一E
C

通
J

J

'



経
済
議
舎
の
一
種
と
し
て
白
濁
遁
圃
趨
済
委
員
合

(
第
四
腕

諭

叢

第
二
十
三
巻

問

。

)

五
，、

に
後
せ
ら
れ

τ居
た
一
九
一
九
年
四
月
十
七
日

ω
法
律
に
基
当
¥

園
経
済
委
員
舎
を
置
い
ー
た
り
で
あ
る
出
従
来
園
経
済
委
員
曾
正
し
て
行
動
し
来
っ
た
の
は
此
臨
時
間
経
隣
委
員
曾

一
九
二

O
年
五
月
四
日
の
命
令
に
依
っ
て
臨
時

仁
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

此
臨
時
岡
経
済
委
員
曾
は
従
っ
て
憲
法
の
要
求
す
る
が
如
き
構
成
は
採
っ
て
居
ら
な
い
。
郎
ち
日
間
々
の
問
題
が

ゐ
っ
た
が
結
局
、
下

hrι
ょ
に

y
グ
イ
品
ッ
ト
組
織
台
以
っ
て
委
員
営
選
出
し
て
行
(
代
り
に
、
中
央
の
一
般
的

な
組
合
か
ら
直
に
委
員
を
選
出
す
る
+
』
ご
を
原
則
正
し
、

たい
v
是
れ
に
例
外
的
に
多
少
地
方
的
利
盆
代
表
の
意
味

を
加
味
す
る
に
止
め
た
の
で
あ
る
。
故
に
憲
法

ω
要
求
す
る
第
一
の
特
徴
で
あ
る
其
y
グ
ィ
エ
ッ
ト
組
織
は
か
(

し
て
未
だ
行
は
れ

τ居
な
い
の
で
あ
る
。

併
し
此
組
織
に
宮
っ
て
も
政
府
は
な
る
べ
〈
憲
法
の
要
求
『
る
所
に
従
つ
一
1
之
を
構
成
す
る
方
針
を
採
っ
た
こ

ピ
は
謂
ふ
迄
色
な
い
。
従
j
p
X山

m-
一
の
要
ぶ
に
従
ひ
、
印
ら
企
業
者
及
労
働
者
山
双
方

ω委
員
セ
同
等
に
之
に
4
8

加
せ
し
め
る
の
み
で
な
(
、
廷
に
他

ω闘日開
ω人
?
乞
も
之
に
加
へ
る
こ
ど
、
し
た
の
で
あ
る
が
、
此
駄
に
就
l

も
靴
々
の
問
題
が
起
っ
た
。
例
へ
ば
労
資
り
双
小
心
に
同
数
の
委
員
を
選
出
せ
し
め
る

t
云
ふ
に
就
ー
も
、
融
労
働
者

側

ω
一
部
か
ら
は
叫
労
働
者
は
其
放
が
多
数
で
あ
え
資
卒
採
は
其
教
が
少
数
で
あ
る
か
ら
、
共
双
方
か

ι岡
数
を

選
出
す
る
こ
三
は
却
の

C
不
公
挙
で
め
b
o

宜
[
〈
勢
川
者
側
ぃ

rι
多
数
合
選
出
し
な
げ
れ
ば
ゆ
ら
叫
己
主
張
せ

ら
れ
た
。

或
は

-
訴
か
ら
農
民
並
仁
手
工
業
者
等
仁
就

1
U勢
資
川

U
M別
は
明
れ
で
は
な
い
ー
の

T
あ
る
か
ら
、

Triepcl， fL. a. O. S. 37; S. 124. 1，\I憲法部百じ十λ篠第百~十九院選易問
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、
る
区
別
は
無
意
味
で
あ
る
古
せ
ら
れ
た
c

論

叢

経
済
議
脅
山
-
柿
と
し
て
心
掛
逸
閥
組
前
委
員
合

第
二
イ
三
巻

(
部
剛
腕

凹

ヨR
F、

勢
資
り
代
表
者
以
外
に
他
的
関
係
り
者
ド
加
ヘ
る
ご
一
瓦
ふ
に
就
て
も
楠
々
の
問
題
が
川
崎
っ
た
の
で
あ
る
が
、
殊

に
消
費
者

ω代
表
者
を
加
へ
る
正
云
ム
ζ

正
に
就
て
は
多
〈
の
方
面
か
ら
反
謝
せ
ら
れ
た

9

例
へ
ば
人
民
業
か
ら

は
経
済
委
員
曾
は
生
産
の
増
加
を
目
的
ご
し
て
設
置
せ
ら
れ
る
も
の
で
ゐ
る
か
ら
其
必
要
が
な
い
Z
主
張
セ
ら
れ

た
。
経
済
議
院
設
世
に
賛
成
E
あ
る
人
々
も
単
に
労
資
双
方
的
委
員
に
依
っ
て
構
成
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
消

費
者
を
加
へ
る
べ
き
で
な
じ
と
主
張
し
た
。
或
は
或
る
物
償

ω
生
産
者
は
同
時
に
他
的
物
資
山
円
滑
践
者
で
あ
る
か

ら
、
其
相
互

ω牽
制
に
依
っ
て
自
ら
消
費
者
保
護

ω
目
的
を
遣
す
る
筈
で
あ
っ

τ、
特
に
代
表
者
を
加
へ
る
必
要

は
な
い
ご
主
張
せ
ら
れ
た
υ

戒
は
勢
働
者
側
か
ら
は
消
費
者
の
代
表
者
の
加
入
は
捗
資
問
の
地
位
の
同
等
を
破
嬢

し
、
叉
各
積
の
岡
髄
間

ω歎
ω嗣
係
に
困
難
な
る
問
題
を
品
回
生
す
る
ご
し

τ反
濁
せ
ら
れ
た
。
併
し
之
を
耐
曾
主

義
的
見
地
か
ら
云
へ
ば
消
投
煮
の
弱
き
地
位
を
保
護
す
る
た
め
に
常
然
通
話
の
方
法
が
講
世
ら
れ
な
り
れ
ば
な

ι一

な
い
筈
で
あ
る

L
、
勿
論
右

ω説
ω中
仁
も
観
ら
る
、
ゃ
う
じ
或
る
物

ω生
産
者
は
同
時
に
消
費
者
で
あ
る
が
、

か
、
る
中
間
的
消
費
者
の
外
仁
終
局
的
消
費
者
が
ゐ
る
静
で
あ
っ
て
、
此
等
の
人
々
の
利
益
は
右
の
如
、
さ
中
間
的

消
費
者
じ
依
っ
て
以
必
宇
し
も
代
表
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
加
之
、
例
へ
ば
炭
鋸
業
者
の
場
合

ω如
f
勢
資
問
に

共
販
買
価
唄
岨
怖
に
就
き
完
全
な
る
意
思
り
疏
過
の
あ
る
場
合
に
は
消
費
者
が
共
犠
牲
ご
な
る
こ
ピ
は
制
ム
迄
も
な
い

の
で
あ
る
か
ら
、
此
意
味
に
於

τも
亦
其
代
表
者
を
加
へ
る
必
要
が
あ
る
ご
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
結
局
此
等



議

論

経
済
議
合
山
一
一
冊
と

L
て
の
描
謹
剛
組
拍
問
委
員
合

第
二
十
三
巷

(
第
四
挽

四

) 

五
六
凹

の
理
由
に
依
っ
て
、
会
館
に
針
L
、
約
一
割

ω消
費
者
の
代
表
者
及
び
官
吏
自
由
職
業
者
の
代
表
者
等
が
加
へ
ら

れ
た
。此

消
費
者
の
代
表
者
が
此
委
員
曾
仁
於
て
労
資

ω闘
宇
に
嘗
っ
て
騒
々
其
調
停
者
ご

L
て
行
動
L
、
或
は
キ
ヤ

A
F
プ
ィ
ン
グ
グ
オ
ー
ト
を
有
す
る
こ
正
に
な
っ
た
こ
ど
は
常
然
U
あ
る
o

従
っ
て
か
、
る
委
員
e
T
加
へ
た
こ
己
の

得
失
に
就

1
1人
に
依
っ
て
大
い
に
共
鬼
解
な
異
に
[
て
厨
る
の
で
あ
っ
て
、
興
味
ゐ
る
一
の
研
究
問
題
に
属
官

却

る
の
で
あ
る
c

併
L
此
等
の
闘
係
よ
り
も
一
一
般
闘
難
な
る
問
題
は
法
の
第
三
的
要
求
で
ゐ
る
各
積

ω
嗣
髄

ω
閑
仁
北
(
経
済
上
及

枇
曾
上
の
重
要
苫
に
比
例
し
て
代
表
者
を
分
配
し
な
り
れ
ば
な
ら
同
三
五
ふ
問
題
で
ゐ
っ
た
。
蓋
L
か
、

z重
要

は
何
に
依
っ
て
決
す
る
か
、
北
(
酬
脚
準
は
頗
る
漠
然
?
し
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
政
府
は
此
決
定
を
主
正
し
て
三
倒

の
標
準
に
恭
い

τ錯
し
た
ゃ
う
で
ゐ
る
。
郎
ち
第
一
は
各
日
聞
の
峨
業
に
嵐
す
る
人
口
り
割
合
で
あ
る
。
第
二
は
各

械
の
職
業
が
図
り
生
活
総
額
り
幾
制
宛
を
占
め
て
居
る
か
の
考
察
で
ゐ
る
。
第
三
は
職
業
組
合
の
カ
で
あ
る
。
此

問
題
り
決
定
方
法
正
し
て
は
恐
ら
〈
此
等

ω標
準
に
依
る
よ
り
外
は
な
か
っ
た
で
ゐ
ら
う
。

併
L
決
定
は
・
貨
に
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
政
府
は
最
初
入
十
名
乃
至
汗
名
の
委
員
曾
に
す
る
つ
も
b
で
あ
っ
た

が
、
各
方
面

ω
要
求
を
満
足
せ
し
め
る
た
め
に
は
到
底
不
充
分
で
ゐ
っ
て
、
十
一
月

ω案
で
は
一
六

O
名
に
増
加

せ
ら
れ
た
。
十
二
月
四
日
の
裳
で
は
二
百
名
に
増
加
せ
ら
れ
た
。
此
数
は
其
最
大
限
で
あ
る
芭
考
へ
ら
れ
た
が
、

Finer， p. 164 et seq多 間30) 



倫
各
捕
酬
を
満
足
せ
し
め
る
こ

E
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
っ

τ、
途
に
一
九
ニ

O
年
四
月
の
確
定
案
で
は
三
二
六

名
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
委
員
は
各
部
分
に
釣
し
究
の
知
(
に
分
配
せ
ら
れ
た
。
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凹
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・
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凹

九
・
二

O

凹
・
九

O

一
子
大
九

=
了
六
九
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一

0
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醐

惜

別

一
、
農
業
及
林
業

二
、
附
刊
盟
主
泊
業

一
一
一
、
大
工
業

凶

.

附

業

組

行

保

険

五
、
辺
輸
北
他
公
共
的
企
巣

穴

、

手

工

業

じ

、

消

究

者

八

、

官

卓

及

白

山

職

業

九
、
嚇
邦
参
議
院
の
恒
命
昔
員

十

、

政

府

任

命

愛

国

合

計

員
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山
大

一ニ

O
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ニ
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ニ
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濁
逸
凶
経
憐
委
員
曾
は
右
り
如
〈
に
構
成
し
じ
ら
れ
る
こ
正
に
な
っ
た
の
で
ゐ
る
o
共
芯
大
な
る
組
織
は
従
来
の

政
治
的
議
曾
に
封

L
経
憐
院
正
し
工
特
臆
さ
れ
る
に
充
分
で
ゐ
る
。
叉
其
構
成
は
一
闘
に
於
け
る
各
純
の
枇
合
的

経
済
的
部
沙
の
陥
ば
正
確
な
る
縮
幽
で
め
る
。
此
意
味
に
於

τ亦
此
合
議
は
一

ω係
史
的
乍
意
味
を
有
す
る
曾
合

で
あ
る
ど
な
さ
h
y

る
を
得
な
い
I
U

併
し
此
曾
議
は
仰
に
諦
ム
如
〈
政
治
院
に
劃
す
る
経
済
院
さ
し
て
議
曾
の
一
部

を
作
る
も

ωで
は
な
い
3

主
(
主
た
る
任
務
は
政
府
及
議
曾
に
劃
す
る

E
i
n
o
で
あ
ウ
て
、
品

R
E
S
で
は
な
い
。

従
っ
て
主
正
し
一
ー
な
す
所
以
論
議
で
は
な
〈
て
、
調
高
H

研
究
或
は
成
案
り
構
成
で
ゐ

h
、
其
所
に
此
的
機
関

ω
存

一
'
第
四
鋭

第一一十一-一審

1m 

五
六
百

ゴ龍

組
出
議
官
曲
一
一
軸
と
し
て
の
掛
地
問
組
出
問
委

R
合

J市

1M告租内職業に就て其委員を告幽儲からいかなる杏l告に於τ選出するか、及i
11'其必出方法に就ては一九二O年五月四日臨時間組蹄委員骨令室参照
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品市

議

極
純
議
官
山
一
種
主
L
て
山
濁
逸
同
組
岬
問
委
貝
A
W

第
二
十
三
谷

(
静
岡
腕

四
四
)

五
六
六

在
の
意
義
が
存
す
る
り
で
ゐ
る
。
然
る
に
此
見
地
に
於

τ之
を
考
へ
れ
ば
い
r
、
る
多
数
の
成
員
士
有
す
る
曾
議
が

み
ム
鰻
正
し
て
行
動
す
る
ニ
ピ
は
明
か
に
不
通
常
で
ゐ
る
ど
な
さ

v
る
を
得
品
。
従
つ

τ此
等

ω
議
員
は
傭
主
、
勢

働
者
及
其
他
(
第
七
類
乃
至
第
1
類
)
り
三
部
じ
分
け
ら
れ
た
の
で
ゐ
っ
て
、
委
員
合
及
総
脅
し
於
付
る
曾
議
凶
進

行
は
此
等
り
部
を
基
礎

f
L
L
行
は
れ
る
の
で
ゐ
る
o

又
議
長
一
人
・
副
議
長
二
名
を
謎
ん
に
の
で
め
る
が
、
そ

れ
は
此
各
部
よ
り
各
一
名
を
越
市
、
一
定
り
刈
間
毎
に
交
互
に
議
長
副
議
長
ピ
し
て
行
動
し
た
の
で
ゐ
る
o

加

之
、
各
利

ω問
題
に
就

τは
#
問

ω委
員
曾
(
各
部
か
ら
の
混
合
委
員
曾
)
仁
依
う
て
攻
箆
討
議
す
る
方
が
通
常
で

あ
る
か
ら
‘
更
に
之
を
多
(
ω
委
員
曾
し
分
っ
た
の
で
あ
っ

τ、
其
委
員
合
的
桃
成
は
弐
の
如
〈
で
あ
る
。

、
紐
消
止
策
委
員
三

O
名
ニ
、
一
祉
合
政
鍛
委
員
三

0
4
一
】
一
-
勢
働
者
役
員
合
委
は
六
名
山
、
輸
出
皆
川
委
員
一
一
一
名
五
、
輸
出
掛

委
l
六
名
六
、
尚
業
政
筑
委
員
て
一
名
七
、
農
業
食
料
小
委
員
一
八
名
λ
、
石
炭
委
員
二
-
名
力
、
工
業
信
川
香
員
二
問
者
十
、

小
平
付
比
森
林
経
出
小
量
民
一
五
名
寸
一
、
智
能
的
捗
畑
山
純
凶
的
保
泌
誌

H
-
T別
名
十
二
、
則
合
化
小
苦
貝
一
五
名
サ
コ
一
、
枇
命
政
策

町
川

純
凶
此
鍛
櫛
台
小
委
民
一
人
名
十
四
、
逝
法
委
員
一
一
一

O
名

1
訂
、
剤
訟
法
改
正
小
企
日
川
名
十
六
、
財
政
令
銭
告
貝
一
一
つ
名
十
七
、

枯
制
菅
川
唾
員
九
名
十
λ
、
謹
崎
委
員
二
四
名
十
九
、
給
水
番
目
ニ
川
名
二
十
、
地
民
住
宅
u
A
農
村
捗
民
小
番
目
六
名
廿
一
、
職
業

的
訓
練
に
闘
す
る
呑
員
二
名
仕
二
、
割
外
知
償
委
貝
大
名

此
等
山
小
委
員
曾
的
構
成
は
此
合
議
が
い
か
な
る
問
題
を
取
扱
っ
て
居
る
か
を
自
ら
一
不
す
で
あ
ら
う
ど
思
ふ
の

で
ゐ
る

Q

而

Lτ
現
。
此
命
識
は
従
来
主
ピ

Lτ
此
等
の
委
員
曾
仁
於

τ
北
(
仕
却
を

L
て
来
た
の
で
あ
っ
て
、
本

曾
議
ピ
し

τ行
動
し
た
る
場
合
は
事
ん
比
較
的
部
少
で
あ
る
こ
ど
は
阪
に
述
べ
た
如
〈
で
あ
る
。

余
は
此
濁
逸
凶
経
憐
委
員
曾
が
英
憲
法

ω要
求
す
る
が
如
〈
に
正
式
に
組
織
せ
ら
れ
た
後
い
か
ド
費
展
す
る
か

を
多
大

ω奥
球
を
以
つ

τ観
察
し
て
居
る
。

此番貝官ζ そ議法。要求する正式の闘紐前委員宮白僻成案白審議を香托せら

れたものであるが、余は残念乍ら此正式ω岡純白骨委員骨白組織に就ては今白

所何等知る所がないのである。
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